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第１編 光化学スモッグの現況 

 

１ 光化学スモッグの発生及び被害の訴えの状況とその推移  

（１）緊急時発令の状況  

大阪府は平成 20 年度において、光化学スモッグ予報８回、注意報７回の発令を行った（注）。

昨年度に比べると予報は６回、注意報は４回減少し、予報、注意報とも最近 10 年間では最

も発令回数が少なく、平均発令回数（予報 17.4 回、注意報 13.4 回）の半分程度であった（図

１－１－１～３参照）。  

発令延べ時間は予報が 25 時間 20 分、注意報が 18 時間 20 分で、最近 10 年間では予報、

注意報とも最も少なかった（表１－１－１～３参照）。  

光化学スモッグが発生しやすい気象条件 (風が弱く、気温が高く、日差しが強い )となる日

が例年に比べ少なかった影響と考えられる（表１－２－５参照）。  

光化学スモッグ予報及び注意報第１号の発令は 7 月 12 日であった。予報発令は年度当初

からの発令制度を開始した昭和 47 年度以降最も遅く、注意報発令は平成 9 年度に次いで遅

い発令日となった。最終発令日は予報、注意報とも最近 10 年間では平均的な時期の 9 月 11

日であった。  

また、地域別にみると発令回数が最も多かったのは予報、注意報ともは４の地域（堺市及

びその周辺地域）でそれぞれ 7 回、5 回であった。他の地域では予報発令は１～４回、注意

報発令は０～２回で、府全域の同日発令はなかった。（表１－１－２参照）。  

 

（注）今年度の発令状況等の集計は平成 20 年末における速報値である。（以下同じ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１－１ 光化学スモッグ予報・注意報発令回数の推移  
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最高濃度

予報 注意報 (ppm)

15:30 18:00 2:30  2   5   

16:00 18:00 2:00 1  3   

 1 16:00 18:00 2:00  2    

2  14:30 17:00 2:30 1   4  

 2 15:00 17:00 2:00 1       

7/31 (木) 3  15:00 17:00 2:00  2 3 4  0.131

13:00 18:50 5:50 1  3 4  

14:00 18:50 4:50      6 7

14:00 18:50 4:50    4  

15:00 18:50 3:50      6 7

5  13:30 16:00 2:30    4  7

 4 14:00 16:00 2:00    4  7

6  14:00 18:00 4:00   3 4    

 5 15:00 18:00 3:00   3 4  

15:30 17:00 1:30    4  

16:00 17:00 1:00      6  

 6 16:00 17:00 1:00    4  

14:00 18:30 4:30 1   4    

15:00 18:30 3:30      7

 7 15:00 18:30 3:30    4    

発令時間 発令地域

7/12 (土)
1  

発令月日
発令号数

発令時刻 解除時刻

0.127

7/20 (日) 0.133

0.167

 3

8/6 (水) 0.131

8/5 (火)

4  

(水)
7  

0.124

0.1349/11 (木)
8  

8/9 (土) 0.138

9/10

表１－１－１ 光化学オキシダント緊急時等の発令状況（平成 20 年度）  
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地域

区
分

回数 延べ時間 回数 延べ時間 回数 延べ時間 回数 延べ時間 回数 延べ時間 回数 延べ時間 回数 延べ時間 回数 延べ時間

平成11年度 2     7:20 3    10:40 5    15:40 10    31:50 5    17:00 7    18:40 6    18:50 13    40:40

平成12年度 10    41:20 5    21:50 16    64:10 21    86:40 15    47:50 19    72:30 9    37:50 30   114:50

平成13年度 5    18:30 3    13:20 18    65:30 24    82:10 7    28:20 24    83:40 5    16:30 26    90:10

平成14年度 7    25:00 6    20:00 11    41:10 10    38:10 4    11:00 10    34:10 4    14:00 15    54:10

平成15年度 3    13:20 2     7:20 15    45:20 16    58:10 7    16:00 16    56:40 3     7:30 21    72:10

平成16年度 6    20:50 1     2:00 9    25:10 7    27:50 9    25:30 9    24:30 4    14:50 17    53:10

平成17年度 4    14:50 2     6:30 10    41:00 10    32:30 6    19:30 12    41:30 2     8:10 12    46:30

平成18年度 7    32:00 6    23:00 14    66:40 14    70:10 10    49:10 16    77:00 6    24:30 18    87:30

平成19年度 2     7:40 0 0:00 3     9:40 8    30:10 3     7:40 8    26:40 4    18:20 14    49:30

平成20年度 4    14:50 2     4:30 4    13:50 7    22:50 1     2:30 2     5:50 3    10:50 8    25:20

平成11年度 1     2:20 1     3:20 3     7:20 6    17:30 4    12:00 4     8:20 4     9:10 11    25:20

平成12年度 5    17:50 3     9:50 10    34:40 18    58:30 5    13:20 10    33:50 8    24:50 23    72:20

平成13年度 2     7:10 2     7:10 9    24:20 11    38:10 4    12:10 14    37:30 2     6:30 20    56:10

平成14年度 2     4:00 2     4:00 7    20:10 8    21:10 2     5:00 4    11:10 2     4:00 11    33:10

平成15年度 2     6:20 1     2:10 7    16:20 8    25:10 2     2:00 9    27:30 0 0:00 14    39:10

平成16年度 1     2:50 0 0:00 3    10:10 6    20:50 4    10:50 4    10:30 1     3:50 10    29:10

平成17年度 2     6:10 1     3:10 7    20:40 5    13:30 3     8:30 7    20:30 1     4:10 10    28:00

平成18年度 3    10:00 2     6:00 11    39:10 14    51:40 4    14:00 13    45:30 4    12:30 17    67:00

平成19年度 0 0:00 0 0:00 3     7:40 6    19:40 1     2:00 7    19:40 2     8:20 11    34:00

平成20年度 1     2:00 1     2:00 1     3:00 5    14:20 0 0:00 1     3:50 2     5:50 7    18:20

７の地域 府域

表１－１－２　地域別発令回数及び延べ発令時間の推移(10年間)

３の地域 ４の地域 ５の地域 ６の地域

光
化
学
ス
モ

ッ
グ
予
報

光
化
学
ス
モ

ッ
グ
注
意
報

１の地域 ２の地域

回数等

年度
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延時間 回数 延時間 回数 延時間 回数 予報 注意報 警報 予報 注意報 警報 予報 注意報 警報
昭和46年度 56:30 13 14:15 4 0:00 0:00 9月2日 8月9日 - 10月22日 9月14日 3 0 - - 1,600( 62)
昭和47年度 143:20 31 72:30 18 0:00 0:00 5月7日 5月11日 - 10月8日 10月8日 7 1 - 11 1,640(102)
昭和48年度 229:10 48 123:20 26 2:00 1 5月1日 5月1日 8月11日 10月10日 10月2日 8月11日 9 4 0 18 3,122(156)
昭和49年度 200:20 48 100:10 27 0:00 0:00 4月13日 4月13日 - 10月26日 10月26日 15 3 - 5   774( 55)
昭和50年度 149:50 39 76:30 23 0:00 0:00 5月12日 5月12日 - 10月1日 9月26日 14 1 - 30   290( 24)
昭和51年度 154:30 42 73:30 25 0:00 0:00 4月27日 4月27日 - 10月13日 10月13日 12 0 - 31   176(  9)
昭和52年度 112:50 33 67:40 25 0:00 0:00 5月10日 5月11日 - 10月15日 10月15日 8 0 - 27    41(  3)
昭和53年度 72:45 21 39:40 16 0:00 0:00 5月13日 5月27日 - 10月3日 9月18日 2 0 - 22    77( 11)
昭和54年度 46:00 13 33:00 12 0:00 0:00 5月25日 5月25日 - 9月21日 9月21日 5 0 - 8   378( 12)
昭和55年度 39:40 12 28:20 10 0:00 0:00 5月12日 5月29日 - 9月19日 9月19日 1 0 - 9   325(  6)
昭和56年度 46:50 13 35:20 12 0:00 0:00 5月27日 5月27日 - 8月20日 8月20日 1 0 - 14     9(  6)
昭和57年度 37:00 11 24:10 8 0:00 0:00 5月11日 5月19日 - 10月14日 10月14日 0 0 - 5     0(  0)
昭和58年度 32:50 8 27:00 8 0:00 0:00 6月2日 6月2日 - 8月31日 8月31日 1 0 - 12    18(  2)
昭和59年度 49:50 12 31:40 9 0:00 0:00 5月30日 5月30日 - 8月31日 8月24日 3 0 - 17    11(  4)
昭和60年度 79:40 19 61:00 19 0:00 0:00 5月12日 5月12日 - 10月9日 10月9日 4 0 - 15    16(  6)
昭和61年度 65:20 17 47:40 16 0:00 0:00 6月1日 6月1日 - 9月7日 9月7日 4 0 - 30     0(  0)
昭和62年度 111:40 25 80:00 21 0:00 0:00 5月8日 5月8日 - 9月22日 9月20日 5 1 - 11 166(  1)
昭和63年度 37:20 11 21:00 8 0:00 0:00 5月17日 5月19日 - 9月1日 9月1日 0 0 - 9 0(  0)
平成元年度 54:20 17 28:50 10 0:00 0:00 5月24日 5月24日 - 10月25日 8月29日 2 0 - 15 5(  1)
平成2年度 117:00 28 88:50 27 0:00 0:00 6月7日 6月7日 - 9月6日 9月6日 7 1 - 29 0(  0)
平成3年度 29:30 10 18:30 8 0:00 0:00 6月5日 6月5日 - 9月12日 9月12日 0 0 - 7 0(  0)
平成4年度 65:10 19 32:40 11 0:00 0:00 6月1日 6月1日 - 9月15日 9月15日 0 0 - 16 0(  0)
平成5年度 43:50 14 25:20 11 0:00 0:00 5月7日 5月7日 - 9月2日 9月2日 0 0 - 9 1(  1)
平成6年度 68:00 19 45:00 15 0:00 0:00 6月5日 6月5日 - 9月10日 9月10日 3 0 - 32 0(  0)
平成7年度 32:50 9 23:00 8 0:00 0:00 6月30日 6月30日 - 8月29日 8月29日 0 0 - 10 45(  7)
平成8年度 44:20 15 22:10 10 0:00 0:00 6月16日 6月23日 - 9月19日 9月19日 0 0 - 25 0(  0)
平成9年度 20:50 7 8:20 3 0:00 0:00 6月14日 7月21日 - 9月12日 9月11日 0 0 - 12 0(  0)
平成10年度 118:30 29 84:00 25 0:00 0:00 5月20日 5月21日 - 9月15日 9月12日 1 0 - 23 2(  2)
平成11年度 40:40 13 25:20 11 0:00 0:00 5月14日 5月15日 - 10月1日 10月1日 1 1 - 14 161(  3)
平成12年度 114:50 30 72:20 23 0:00 0:00 5月9日 5月9日 - 9月21日 9月21日 3 0 - 29 55(  3)
平成13年度 90:10 26 56:10 20 0:00 0:00 6月4日 6月9日 - 9月20日 9月20日 1 1 - 21 2(  1)
平成14年度 54:10 15 33:10 11 0:00 0:00 6月3日 6月3日 - 9月11日 9月5日 0 0 - 10 4(  2)
平成15年度 72:10 21 39:10 14 0:00 0:00 5月5日 5月5日 - 9月18日 9月18日 0 0 - 9 0(  0)
平成16年度 53:10 17 29:10 10 0:00 0:00 5月8日 6月16日 - 10月1日 9月3日 0 0 - 13 0(  0)
平成17年度 46:30 12 28:00 10 0:00 0:00 5月31日 6月1日 - 9月3日 9月3日 0 0 - 6 41(  5)
平成18年度 87:30 18 67:00 17 0:00 0:00 6月1日 6月1日 - 10月19日 9月8日 2 1 - 15 0(　0)
平成19年度 49:30 14 34:00 11 0:00 0:00 5月9日 5月9日 - 9月22日 9月12日 0 0 - 14 0(　0)
平成20年度 25:20 8 18:20 7 0:00 0:00 7月12日 7月12日 - 9月11日 9月11日 0 0 - 10 0(　0)

全域発令日数

表１－１－３　　発令延時間、発令回数等の経年変化(昭和46年度～平成20年度)

気象情報
発表回数

被害訴え者
数  (被害
届出件数)

予報 注意報 警報
発令延時間・発令回数

最も早い発令日 最も遅い発令日
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表１－１－４ 月別光化学スモッグ予報発令回数の推移（10 年間） 
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図１－１－２ 月別光化学スモッグ予報発令回数の推移 

 
 
 
 
 

区分 年　　度 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０月 合計

平成11年度 0 2 1 3 1 5 1 13

平成12年度 0 3 4 7 10 6 0 30

平成13年度 0 0 4 9 10 3 0 26

平成14年度 0 0 6 4 2 3 0 15

平成15年度 0 2 6 2 9 2 0 21

平成16年度 0 2 2 7 2 3 1 17

平成17年度 0 1 2 5 2 2 0 12

平成18年度 0 0 4 0 11 2 1 18

平成19年度 0 1 1 4 3 5 0 14

平成20年度 0 0 0 3 3 2 0 8

直近10年平均 0 1.1 3.0 4.4 5.3 3.3 0.3 17.4

光
化
学
ス
モ
ッ

グ
予
報
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区分 年　　度 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０月 合計

平成11年度 0 1 1 3 1 4 1 11

平成12年度 0 2 3 6 6 6 0 23

平成13年度 0 0 3 6 8 3 0 20

平成14年度 0 0 5 2 2 2 0 11

平成15年度 0 1 5 1 5 2 0 14

平成16年度 0 0 2 5 2 1 0 10

平成17年度 0 0 2 5 1 2 0 10

平成18年度 0 0 4 0 11 2 0 17

平成19年度 0 1 1 4 3 2 0 11

平成20年度 0 0 0 2 3 2 0 7

直近10年平均 0 0.5 2.6 3.4 4.2 2.6 0.1 13.4

光
化
学
ス
モ
ッ

グ
注
意
報

 
表１－１－５ 月別光化学スモッグ注意報発令回数の推移（10 年間） 
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図１－１－３ 月別光化学スモッグ注意報発令回数の推移 
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  大阪管区気象台による光化学スモッグ気象情報は、10 回（昨年度 14 回）発表された（表１－１－

６参照）。 
 
表１－１－６ 光化学スモッグ気象情報発表状況 （平成 20 年度） 
 

予報 注意報

5月17日 土 1号 10:20

5月22日 木 2号 10:20

7月4日 金 3号 10:20

7月21日 月 4号 10:20

7月22日 火 5号 10:20

8月1日 金 6号 10:20

8月5日 火 7号 10:20 4号 3号

8月10日 日 8号 10:20

9月11日 木 9号 10:20 8号 7号

9月12日 金 10号 10:20

当日の発令状況
月　日 曜日 気象情報 発表時刻
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5件

1件

3件3件

2件

21

12
14

8

15

26

13

30

17
18

23

11

14
17

11

7

11

20

10

10

0

5

10

15

20

25

30

35

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 （年度）

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

被害届出件数

予報発令回数

注意報発令回数

発
　
令

回

数

届

出

件

数

（
回

）

（
件

）
(161) (55)

※( )内は被害届出人数
(2)

(4)

(41)

（２）被害の訴えの状況 
図１－１－４ に示すとおり、平成 20 年度においては、昨年度に引き続き光化学スモッグによる

と思われる被害の訴えの届出はなかった。 
被害の届出件数の推移をみると、昭和 46 年度に初めて被害の訴えがあって以来、昭和 48 年度をピ

ークに届出件数は減少しており、過去 10 年では５件以内／年(平成 17 年に 5 件 41 人)となっている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１－１－４ 光化学スモッグ予報･注意報発令回数と被害者届出件数の推移 
 
 
 
 
 

（３）全国における緊急時発令等の状況 
表１－１－７に示すとおり、平成 20 年における全国の注意報の延べ発令日数※は 144 日で前年(220

日)と比べて減少し、最近 5 年間では最も少なくなっている。 
都府県別の注意報発令延べ日数は、東京都が 19 日で最も多く、次いで埼玉県 18 日、千葉県が 12

日であった。近畿地方では大阪府が 7 日で最も多く、次いで京都府、兵庫県で 6 日であった。 
また、長野県及び佐賀県で観測史上初めて注意報が発令されるなど、近年は発令地域が広域化する

傾向がある。平成 20 年の注意報発令地域は 25 都府県であった。 
全国の光化学スモッグによると思われる被害の届出人数は、400 人(10 都県)で、前年（1,910 人（14

都県））に比べ減少した（表１－１－８参照）。 
 
※ 延べ発令日数については、同一日、同一都道府県内であれば、複数の発令区域で注意報等が発令

されても 1 日として数えている。 
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表１－１－７ 都道府県別・月別の光化学スモッグ注意報等の発令状況（平成 20 年） 

(単位：日）

茨城 2 2 1 5
栃木 1 3 1 5
群馬 1 4 1 3 2 11
埼玉 1 3 1 10 3 18
千葉 1 1 7 2 1 12
東京 1 1 1 8 5 3 19
神奈川 1 6 1 3 11
山梨 1 2 1 4
長野 1 1
岐阜 2 1 1 4
静岡 1 1 2
愛知 1 1 4 3 9
滋賀 1 1 2
京都 2 1 1 1 1 6
大阪 2 3 2 7
兵庫 1 2 2 1 6
奈良 1 1
和歌山 1 1
岡山 1 4 1 6
広島 1 4 5
山口 4 4
徳島 1 1
愛媛 1 1
福岡 2 2
佐賀 1 1
合計 5 28 7 56 34 14 0 144

平成20年　警報の発令なし

計7 8 9 10
　　   月
都府県 4 5 6

 
 
 
 
 

表１－１－８ 都道府県別・月別の被害届出状況（平成 20 年） 

（単位：人）

月 4月 6月 8月

日 30日 3日 22日 23日 26日 27日 11日 6日 14日 6日 12日 13日

栃 木 県 20 20

埼 玉 県 1 1 1 3

千 葉 県 1 2 3

東 京 都 94 94

神奈川県 9 5 14

静 岡 県 3 3

岡 山 県 1 81 82

広 島 県 3 3

愛 媛 県 10 10

福 岡 県 99 69 168

日別　計 1 1 99 111 10 69 1 1 2 3 3 99

月別　計 1 1 3

計
5月 9月7月

400
290 3 102  

（環境省水･大気環境局調べ） 

（環境省水･大気環境局調べ） 



- 10 - 

２   オキシダントによる大気汚染状況と気象の概況  

 

（１） オキシダントによる大気汚染状況  

  平成 20 年度のオキシダント濃度測定結果については、4 月から 10 月までの１時間値（速

報）について集計を行った。  

最近 10 年間におけるオキシダント最高濃度及び高濃度日数（オキシダントの日最高濃度

が 0.12ppm 以上の日数）の推移は図１－２－１のとおりである。  

最高濃度の推移をみるとほぼ横ばい傾向にあり、平成 20 年度は昨年度と同じレベルであ

った。平成 20 年度のオキシダントの最高濃度は 0.167ppm で、８月 5 日に６の地域（南河

内地域）の三日市公民館局で観測された（表１－２－１参照）。また、高濃度日数の推移をみ

ると、最近 10 年間では最も少なく 10 日であった。  

平成 20 年度における月別、地域別の高濃度日数は表１－２－２に示すとおりである。高

濃度日の出現は、７月から９月の３ヶ月間でそれぞれ３日、４日、３日であった。一方、地

域別では 4 の地域（堺市及びその周辺地域）が 6 日で最も多く、次いで１の地域（大阪市中

心部）、３の地域（東大阪地域）及び７の地域（泉南地域）の３日となっている。各測定局に

おいてオキシダントの日最高濃度が 0.12ppm 以上であった日数を図１－２－２に示す。  

また、各局において環境基準値（0.06ppm）を超えた日数の全局※平均の推移を図１－２

－３に示す。昭和 50 年代後半を底に増加傾向にある。  

 

 

全局※：府内でオキシダント濃度を測定している、一般環境大気測定局及び自動車排出ガ

ス測定局が対象。年度により局数は変動する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－２－１ オキシダント最高濃度及び高濃度日数の推移  
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表１－２－１ オキシダント最高濃度の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１－２－２ オキシダント日最高濃度が 0.12ppm 以上であった日数（平成 20 年度）  

地域　

　月

4　月 0 0 0 0 0 0 0 0

5　月 0 0 0 0 0 0 0 0

6　月 0 0 0 0 0 0 0 0

7　月 1 1 1 1 1 0 0 3

8　月 2 0 1 3 0 1 2 4

9　月 0 0 1 2 0 0 1 3

　　　10　月 0 0 0 0 0 0 0 0

計 3 1 3 6 1 1 3 10

1 2 3 4 5 6 7 全域

 

 

 

 

 

 

年　　度 濃度 (ppm) 測  定  点 月 日 時

平成11 0.188 登美丘 ４の地域 （堺市及びその周辺地域） 7 9 15

12 0.188 登美丘 ４の地域 （堺市及びその周辺地域） 8 25 13

13 0.187 登美丘 ４の地域 （堺市及びその周辺地域） 8 2 13

14 0.173 府立修徳学院 ３の地域 （東大阪地域） 7 23 15

15 0.152 富田林市役所 6の地域 （南河内地域） 8 30 16

16 0.186 枚方市役所 5の地域 （北大阪地域） 7 6 15

17 0.168 茨田北小学校 ３の地域 （東大阪地域） 7 13 14

18 0.182 藤井寺市役所 ４の地域 （堺市及びその周辺地域） 8 6 14

19 0.168 府立修徳学院 ３の地域 （東大阪地域） 7 24 16

20 0.167 三日市公民館 ６の地域 (南河内地域) 8 5 15

地　域
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表１－２－３ オキシダント日最高濃度が 0.12ppm 以上であった日数の推移  

(1)月別  

月　

　年度

平成 11 0 2 2 4 2 4 1 15

平成 12 0 3 4 7 9 6 0 29

平成 13 0 0 4 7 9 3 0 23

平成 14 0 1 6 5 3 4 1 20

平成 15 0 3 6 2 8 2 0 21

平成 16 0 3 5 9 5 3 1 26

平成 17 0 1 4 5 3 3 0 16

平成 18 0 0 6 0 12 2 0 20

平成 19 0 2 2 4 4 5 0 17

平成 20 0 0 0 3 4 3 0 10

８　月 ９　月 １０　月 合計４　月 ５　月 ６　月 ７　月

 
 

 

 

 

 
 
(2)地域別  

地域　

　年度

平成11年 2 2 6 10 6 4 4 15

12 8 6 16 20 14 15 8 29

13 4 2 12 14 4 16 4 23

14 2 3 11 10 4 10 3 20

15 2 2 15 9 3 16 2 21

16 5 1 9 12 11 11 5 26

17 0 1 4 5 3 3 0 16

18 4 4 13 15 7 14 5 20

19 1 1 4 10 5 8 6 17

20 3 1 3 6 1 1 3 10

1 2 3 4 5 6 7 全域
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図１－２－２ 各測定局におけるオキシダントの日最高濃度が 0.12ppm 以上であった日数  

（平成 20 年度）  
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図１－２－３ 日最高濃度が 0.06ppm を超えた日数の推移  

 

 

 

 

（２）気象の概況  

 

1) 平年値との比較  

平成２０年４月～１０月の気象の概況は表１－２－４のとおりである。 

日最高気温の月平均値は、４月、５月、７月及び１０月は平年より高く、６月、８月及

び９月はほぼ平年並みであった。特に７月は平年より 1.9℃高い平均値 33.3℃となった。 

総日照時間は平年と比べ７月はかなり多かったが、それ以外の月は平年並みか、それ以

下であった。特に６月は平年より約 40 時間少なかった。 

雨の日数（日降水量 1.0mm 以上の日数）は、４月と７月が平年に比べ少なく、１０月は

平年並み、その他の月は平年より多かった。 

月平均風速は、各月とも平年より小さかった（弱かった）。 
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表１－２―４  気象項目の平年値との比較  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 各月の概況  

（※大阪管区気象台ホームページ「大阪府の気象」及びホームページ「気象人」を参考にし

た。）  

 

【４月】  

上旬後半から中旬を中心に南岸沿いを動きの遅い低気圧が次々と通過し、まとまった雨と

なる日があり曇りや雨の日が多かった。期間の終わり頃は高気圧に覆われて晴れる日が多か

った。気温は高く、降水量は多くなった。  

 

【５月】  

上下旬の気温は高く経過したが、中旬前半に強い寒気が南下し平年値を大きく下回るなど、

気温の変動が大きくなった。数日の周期で低気圧が日本付近を通過し、天気は、概ね数日の

周期で変わった。近畿地方の梅雨入りは 5 月 28 日ごろ（平年は 6 月 6 日ごろ）とみられる。  

 

【６月】  

梅雨前線が南岸に停滞しやすかったことや気圧の谷の影響で曇りや雨の日が多くなった。

気温、降水量はともに平年並で、日照時間は少なくなった。  

【７月】  

梅雨前線は平年に比べ活動が弱く、西日本を中心に太平洋高気圧に覆われ晴れて暑い日が

多かった。上空の寒気や湿った気流の影響で大気の状態が不安定となり局地的な雷雨の日も

あった。気温はかなり高く、降水量は平年並で、日照時間は多くなった。近畿地方は、７月

１６日ごろ（平年７月 19 日ごろ）に梅雨明けしたと見られる。  

 

【８月】  

上・中旬は、太平洋高気圧に覆われ晴れて暑い日が多くなった。下層には湿った気流が、上空

には寒気が入り、大気の状態が不安定となり局地的に雷を伴う大雨がたびたび発生した。下

旬は、低気圧や前線、上空の寒気、暖かく湿った空気の影響で、曇りや雨の日が多くなった。

気温は、上旬、中旬は高く、下旬はかなり低くなり、変動が大きくなった。月の気温、降水

量、日照時間は平年並であった。  

観測
地点

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

本年 20.1 24.9 27.4 33.3 32.8 28.8 24.0

平年 19.6 24.2 27.4 31.4 33.0 28.7 23.0

本年 188.9 197.3 110.9 ) 236.5 ) 195.4 143.3 165.9

平年(注２)
183.6 199.5 149.5 186.2 210.6 149.4 161.5

本年 9 11 13 6 9 14 8

平年 10.1 9.7 11.6 9.6 7.2 10.4 7.9

本年 2.4 2.5 2.2 ) 2.5 2.7 2.1 1.9

平年 2.8 2.6 2.5 2.7 2.8 2.4 2.2

(注1） 観測値は大阪管区気象台「大阪府の気象」及び気象庁「気象統計情報」による。

(注2） 昭和61年1月から日照時間の観測方法が変更されたため、平年値に参照値(平年値に準ずる値）を用いた。

(注3）
本年の値で　）の表示があるものは、準正常値で 品質に軽微な問題があるか、または統計値を求める
対象となる資料の一部が許容する範囲内で欠けていることを意味している。

日降水量が1.0mm
以上の日数（日）

項　　目

日最高気温の
月平均値（℃）

総日照時間
（時間）

月平均風速
(m/s)

大
阪
管
区
気
象
台

(注１)
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【９月】  

前半は、高気圧に覆われて晴れの日が多くなったが、後半は、秋雨前線や台風などの影響

で、曇りや雨の日が多く、太平洋側を中心に広い範囲でまとまった雨となった。気温は、中

旬は高くなり、下旬は寒気の影響で低くなり、変動が大きくなった。  

 

【10 月】  

天気は概ね数日の周期でかわった。中旬は高気圧に覆われ晴れる日が多く、下旬は低気圧

や前線の影響で曇りや雨の日が多くなった。気温は高く、降水量は少なく、日照時間は平年

並であった。 

 

 

3) 高濃度になりやすい気象状況日数  

（※気象庁ホームページ「気象統計情報」から大阪測定地点のデータを用いた。）  

 

 オキシダント濃度が高濃度（0.12ppm 以上）になりやすい気象状況として、次の条件を設

定した。  

【高濃度日気象条件】 

・日最高気温：30℃以上  

・平均風速：2.6m/s 以下  

  ・日照時間：8 時間以上  

気象庁大阪測定地点において、この条件に該当する月別の日数は表１－２－５のとおりで

ある。また、同一日に 3 項目の条件に該当する日を高濃度気象日数とすると、平成 20 年は

16 日で過去 3 年間の日数の６割程度であった。  

 

      表１－２－５ 高濃度になりやすい気象状況となった日数  

 （日）

年 月
高濃度気象

日数
最高気温
30℃以上

平均風速
2.6m/s以下

日照時間
8時間以上

4 0 0 21 13

5 0 0 22 15

6 1 2 24 7

7 5 29 19 14

8 6 24 15 14

9 4 16 26 7

10 0 0 29 11

４～10計 16 71 156 81

平成19年 ４～10計 25 79 143 87

平成18年 ４～10計 31 71 158 76

平成17年 ４～10計 27 88 136 82

（注）気象統計情報「日ごとの値」が欠測の場合は「１時間ごとの値」からの推定値を用いた。

平成20年
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〔参考〕大気汚染気象ポテンシャル階級とオキシダント汚染状況（平成 20 年 4 月～10 月） 
平成20年4月

前　日 当日 160 120 80
１６ 時 １０ 時 　(欠測局数） 以上 以上 以上 予　報 注意報 （号数）

1 火 0 0 59 0
2 水 0 0 69 0
3 木 0 0 79 0
4 金 1 1 80 0 1
5 土 1 0 75 0
6 日 1 1 102 0 45
7 月 0 0 80 0 1
8 火 0 0 64 0
9 水 1 1 78 0
10 木 0 0 57 0
11 金 0 0 56 0
12 土 1 0 66 0
13 日 1 0 70 0
14 月 0 0 65 0
15 火 1 0 77 0
16 水 1 0 61 0
17 木 0 0 56 0
18 金 0 0 57 0
19 土 0 0 63 0
20 日 0 1 74 0
21 月 1 1 79 0
22 火 1 1 88 0 12
23 水 1 1 98 0 18
24 木 0 0 51 0
25 金 0 1 73 0
26 土 1 1 75 0
27 日 1 1 86 0 15
28 月 1 1 86 0 18
29 火 1 1 91 0 32
30 水 1 1 86 0 15

1局
2局
2局
清江小学校

1局

2局
淀中学校
東大阪市旭町庁舎 　　　　　　　　　　　　　　
1局

枚方市役所・寝屋川市役所

1局
勝山中学校
清江小学校・淀中学校
三日市公民館　　　　　　　　　　　　　　　　　

島本町役場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
島本町役場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1局
1局

1局
1局
1局
1局

3局
1局
2局
2局

1局
1局
5局
2局

日
曜
　
日

大気汚染気象
ポテンシャル
の  　階　  級

オ　キ　シ　ダ　ン　ト　に　よ　る　汚　染　状　況　　　　　（濃度単位 : p p b） 気
象
情
報

 日
最高
濃度

高濃度局数
日  　最  　高 　 濃  　度　  を　  示  　し  　た  　局　  名

　　　（７９ ppb以下の場合は局数）

緊急時等
発令状況
（号数）

 

平成20年5月

前　日 当日 160 120 80
１６ 時 １０ 時 　(欠測局数） 以上 以上 以上 予　報 注意報 （号数）

1 木 1 1 75 1局 0
2 金 0 0 54 2局 0
3 土 1 1 100 三日市公民館　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 38
4 日 1 1 85 三日市公民館　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 4
5 月 0 0 54 2局 0
6 火 1 1 92 淀中学校 0 20
7 水 1 1 86 若松台 0 8
8 木 1 1 80 深井 0 1
9 金 1 1 69 2局 0  
10 土 0 0 55 1局 0
11 日 0 0 58 1局 0
12 月 1 1 61 1局 0
13 火 0 0 63 1局 0
14 水 0 0 84 池田市立南畑会館 　　　　　　　　　　　　　 0 16
15 木 1 1 78 5局 0
16 金 1 1 118 茨田北小学校 0 38
17 土 2 2 100 茨田北小学校 0 45 1
18 日 2 1 102 勝山中学校 0 44
19 月 0 0 71 1局 0
20 火 1 1 90 登美丘・泉大津市役所（府）・三日市公民館 0 32
21 水 1 1 106 大東市役所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 40
22 木 2 2 98 高槻南 0 34 2
23 金 2 1 109 王仁公園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0  32
24 土 0 0 54 1局 0
25 日 0 0 73 1局 1
26 月 1 1 87 南海団地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 18
27 火 2 1 96 緑ケ丘小学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 10
28 水 1 1 102 三日市公民館　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 25
29 木 0 0 70 1局 0
30 金 1 1 60 1局 0
31 土 0 0 47 3局 0

　　　（７９ ppb以下の場合は局数）

曜
　
日

大気汚染気象
ポテンシャル
の  　階　  級

オ　キ　シ　ダ　ン　ト　に　よ　る　汚　染　状　況　　　　　（濃度単位 : p p b）
緊急時等
発令状況
（号数）

気
象
情
報

 日
最

高濃
度

高濃度局数
日  　最  　高 　 濃  　度　  を　  示  　し  　た  　局　  名日
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平成20年6月

前日 当日 160 120 80
16時 10時 　(欠測局数） 以上 以上 以上 予報 注意報 （号数）

1 日 1 1 98 三日市公民館　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 25
2 月 0 0 51 2局 0
3 火 0 0 59 1局 0
4 水 1 0 86 摂陽中学校 0 11
5 木 0 0 57 2局 0
6 金 1 1 89 泉大津市役所（府） 0 23
7 土 1 1 89 此花区役所 0 19
8 日 1 1 100 茨田北小学校 0 37
9 月 0 1 88 登美丘 0 3
10 火 1 1 97 島本町役場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 29
11 水 1 0 65 1局 0
12 木 0 1 81 登美丘 0 2
13 金 1 1 89 淀中学校 0 6
14 土 1 1 114 岸和田中央公園・三日市公民館 0 33
15 日 1 1 69 1局 0
16 月 1 1 94 三日市公民館　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 19
17 火 1 1 110 三日市公民館・寝屋川市役所 0 37  
18 水 1 1 95 茨田北小学校 0 14
19 木 0 0 51 1局 1
20 金 0 0 48 1局 0
21 土 0 0 55 1局 0
22 日 0 0 40 1局 0  
23 月 0 0 47 2局 0
24 火 1 1 83 佐野中学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 3
25 水 0 0 104 登美丘 0 13
26 木 0 1 78 1局 0   
27 金 1 1 108 若松台 0 19
28 土 0 0 67 1局 0
29 日 0 0 42 1局 0
30 月 0 0 56 1局 0

日
曜
日

大気汚染気象
ポテンシャルの

階級

オキシダントによる汚染状況（濃度単位 : p p b）
緊急時等発令
状況(号数）

気
象
情
報

日最
高濃
度

高濃度局数
日最高濃度を示した局名

　　　（７９ ppb以下の場合は局数）

 

平成20年7月

前日 当日 160 120 80
16時 10時 　(欠測局数） 以上 以上 以上 予報 注意報 （号数）

1 火 1 1 111 勝山中学校 2 41
2 水 1 1 99 高槻南 1 3
3 木 0 0 67 1局 1
4 金 1 2 86 聖賢小学校 0 6 3
5 土 1 1 71 1局 0
6 日 1 1 107 枚方市役所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 16
7 月 1 1 99 島本町役場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 5
8 火 1 0 75 1局 0
9 水 1 1 104 深井 0 8
10 木 1 1 74 2局 0
11 金 1 0 67 2局 0
12 土 1 1 127 淀川区役所 0 2 46 1 1
13 日 2 1 107 枚方市役所・島本町役場 0 34
14 月 2 1 93 藤井寺市役所　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 20
15 火 1 1 114 府立修徳学院　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 32
16 水 1 1 60 1局 0
17 木 1 1 68 1局 0
18 金 0 0 72 1局 0
19 土 1 1 112 三日市公民館　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 27
20 日 1 1 133 清江小学校 0 3 44 2 2
21 月 1 2 105 茨田北小学校 0 34 4
22 火 1 2 113 枚方市役所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 19 5
23 水 1 1 69 1局 0
24 木 1 1 82 三日市公民館　　　　　　　　　　　　　　　　　 0  1
25 金 1 1 75 1局 0
26 土 1 1 67 1局 0
27 日 1 1 59 1局 0
28 月 1 1 63 3局 0
29 火 1 0 75 1局 0
30 水 1 1 110 三日市公民館　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 19
31 木 1 1 131 大宮中学校 1 1 37 3

日
曜
日

大気汚染気象
ポテンシャルの

階級

オキシダントによる汚染状況（濃度単位 : p p b）
緊急時等発令
状況(号数）

気
象
情
報

日最
高濃
度

高濃度局数
日最高濃度を示した局名

　　　（７９ ppb以下の場合は局数）
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平成20年8月

前日 当日 160 120 80
16時 10時 　(欠測局数） 以上 以上 以上 予報 注意報 （号数）

1 金 1 2 98 島本町役場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 17 6
2 土 1 1 93 三日市公民館　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 7
3 日 1 1 67 1局 0
4 月 1 1 128 此花区役所 1 1 33
5 火 1 2 167 三日市公民館　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 1 17 21 4 3 7
6 水 1 1 131 岸和田中央公園　　　　　　　　　　　　　　　　 1 5 32 5 4
7 木 1 1 79 1局 1
8 金 1 1 114 三日市公民館　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 17
9 土 1 1 138 府立修徳学院　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 4 22 6 5
10 日 1 2 87 富田林市役所　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 6 8
11 月 1 1 105 三日市公民館・府立修徳学院 1 24
12 火 1 1 107 高槻南 0 12
13 水 1 1 60 1局 0
14 木 0 1 42 1局 0
15 金 0 1 81 美原 0 1
16 土 1 1 71 1局 0
17 日 1 1 71 1局 0
18 月 1 1 93 府立修徳学院　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 4
19 火 0 1 61 1局 0
20 水 1 1 90 勝山中学校 0 31
21 木 1 1 48 2局 0
22 金 1 1 85 島本町役場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 7
23 土 0 0 42 1局 0
24 日 0 1 64 1局 0
25 月 1 1 61 1局 0
26 火 0 0 52 1局 0
27 水 0 0 54 1局 0
28 木 0 0 45 1局 0
29 金 0 0 44 1局 0
30 土 0 0 29 1局 0
31 日 0 0 85 清江小学校・泉南市役所 0 6

日
曜
日

大気汚染気象
ポテンシャルの

階級

オキシダントによる汚染状況（濃度単位 : p p b）
緊急時等発令
状況(号数）

気
象
情
報

日最
高濃
度

高濃度局数
日最高濃度を示した局名

　　　（７９ ppb以下の場合は局数）

 

平成20年9月

前日 当日 160 120 80
16時 10時 　(欠測局数） 以上 以上 以上 予報 注意報 （号数）

1 月 1 1 75 1局 0
2 火 0 1 83 三日市公民館　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 1
3 水 0 0 49 1局 0
4 木 1 1 77 1局 0
5 金 1 0 86 貝塚市消防署　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 2
6 土 0 1 75 1局 0
7 日 1 1 103 富田林市役所　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 13
8 月 1 1 54 1局 1
9 火 1 1 105 登美丘 1 15
10 水 1 1 124 若松台 1 1 34 7 6
11 木 1 2 134 緑ケ丘小学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 4 41 8 7 9
12 金 2 2 121 府立修徳学院　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 2 43 10
13 土 2 0 98 茨田北小学校 1 29
14 日 1 1 95 富田林市役所　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 7
15 月 0 0 54 1局 1
16 火 0 0 100 佐野中学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 3
17 水 1 1 94 淀中学校 1 2
18 木 0 0 52 1局 2
19 金 0 0 19 3局 2
20 土 1 1 89 三日市公民館　　　　　　　　　　　　　　　　　 2 3
21 日 0 0 61 1局 2
22 月 0 1 61 1局 1
23 火 1 0 99 茨田北小学校 1 25
24 水 0 1 59 1局 1
25 木 0 0 51 1局 2
26 金 0 0 42 1局 1
27 土 0 0 45 1局 1
28 日 0 0 38 1局 1
29 月 0 0 32 1局 1
30 火 0 0 18 1局 1

オキシダントによる汚染状況（濃度単位 : p p b）
緊急時等発令
状況(号数）

気
象
情
報

日最
高濃
度

高濃度局数
日最高濃度を示した局名

　　　（７９ ppb以下の場合は局数）
日

曜
日

大気汚染気象
ポテンシャルの

階級
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平成20年10月

前日 当日 160 120 80
16時 10時 　(欠測局数） 以上 以上 以上 予報 注意報 （号数）

1 水 0 0 47 1局 1
2 木 0 1 89 若松台 1 4
3 金 1 1 86 茨田北小学校 1 2
4 土 1 1 87 南海団地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 1
5 日 0 0 47 1局 1
6 月 0 0 63 1局 1
7 火 0 0 43 1局 1
8 水 0 1 102 摂陽中学校 1 9
9 木 1 1 98 藤井寺市役所　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 4
10 金 1 1 111 茨田北小学校 1 15
11 土 0 0 55 2局 1
12 日 0 1 50 1局 1
13 月 0 1 67 1局 1
14 火 0 0 35 1局 1
15 水 0 0 61 1局 1
16 木 0 1 84 緑ケ丘小学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 1
17 金 1 0 59 2局 1
18 土 1 1 80 聖賢小学校・淀中学校 1 2
19 日 1 1 76 2局 1
20 月 1 1 74 1局 1
21 火 1 1 78 1局 1
22 水 1 0 38 1局 1
23 木 0 0 43 1局 1
24 金 0 0 45 1局 1
25 土 0 0 51 1局 1
26 日 0 0 43 1局 1
27 月 0 0 54 2局 1
28 火 0 0 58 1局 1
29 水 0 0 54 1局 1
30 木 0 0 49 1局 1
31 金 0 0 41 1局 1

オキシダントによる汚染状況（濃度単位 : p p b） 気
象
情
報

日最
高濃
度

高濃度局数
日最高濃度を示した局名

　　　（７９ ppb以下の場合は局数）
日

曜
日

大気汚染気象
ポテンシャルの

階級
緊急時等発令
状況(号数）

 

（注１）　大気汚染気象ポテンシャルの階級　（大阪管区気象台発表）
０ ： 光化学スモッグが発生しにくい。
１ ： 光化学スモッグが発生しやすい。
２ ： 光化学スモッグが非常に発生しやすい。

（注２）　濃度単位には ppb を使用している。（ 1 ppb = 0.001 ppm）

（注３） 「緊急時等発令状況」欄には当日に発令された光化学スモッグ予報・注意報の
号数を掲載している。

（注４） 「気象情報」欄には当日に発表された気象情報の号数を掲載している。  
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平成 20 年 8 月 5 日午前 9 時の気象の状況

（大阪）  

 天候：晴れ     

風向：北東  風速：1.2m/s 

気温：30.3℃   視程：20km  

（３）高濃度出現日の解析  

 府域におけるオキシダント濃度は 8 月 5 日に平成 20 年の最高値を示した。  

 

1) 気象の概況  

平成 20 年 8 月 5 日は、地上天気図（午

前 9 時）に示されるとおり、近畿地方では

晴れて北東の風が弱く、大阪府域は大気汚

染物質が高濃度になりやすい気圧配置で

あった。  

午前 9 時には気温が 30.3℃になり、気圧

傾度は 2.9ｈPa／280km で、風向・風速は

北東 1.2m/s であった。  

日射の強まりとともに気温が上昇し、15

時には 36.4℃と今年の大阪における最高

気温を記録した。  

また、風は北東から、昼ごろには北西に、

更に 15 時ごろには大阪北部を除いて西風

になった。  

大阪管区気象台は、大阪における最高温

度は 35℃でオキシダント濃度が高濃度に

なると予想し、10 時 20 分に光化学スモッ

グ気象情報 7 号を発表した。  

午後遅くには上空の寒気と日中の強

い日射の影響で、大気の状態が非常に不

安定になり、夜にかけて所々で雷を伴っ

た非常に激しい雨となった。  

 

 

 

 

 

 

 

午前９時の地上天気図  

（気象庁 日々の天気図より）  
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  2)光化学オキシダント濃度等の状況  

  午前 9 時におけるオキシダントの最高値は 51ppb と若干高めの濃度で、府内ほとんどの地

域で弱い北東の風が吹いていた。強い日射により、11 時ごろから臨海部を中心に北西の風に

なった。  

昼過ぎには、大阪市及び堺市を中心に濃度が上昇し、東大阪地域でも濃度の上昇が予想さ

れたため、13 時に、大阪市中心部地域（１の地域）、東大阪地域（3 の地域）及び堺市およ

びその周辺地域（４の地域）に光化学スモッグ予報第４号を発令した。  

   その後、北西の海風前線が進入してきたことに伴って、内陸部でオキシダント濃度が上昇

したため、14 時に南河内地域（6 の地域）に、さらに泉南地域（7 の地域）に予報を追加発

令した。  

  オキシダント濃度は府の南地域で 120ppb 以上の状態が継続した。このため、堺市および

その周辺地域、南河内地域及び泉南地域光化学スモッグ注意報第３号を発令した。  

三日市公民館（6 の地域）では、13 時（12 時 30 分から 13 時 30 分の 1 時間平均値、以下

同じ）から 14 時の 1 時間で濃度が 36ppb 急上昇し、15 時には今年の府内の最高濃度 167ppb

を記録した。  

 17 時を過ぎても堺市周辺の内陸部では高濃度が続いたが、日射の弱まりとともにオキシダ

ント濃度が低下し始め、18 時 50 分に予報及び注意報を全て解除した。  

 図１－２－３に地域別オキシダント濃度の経時変化を示す。図で実線は地域ごとの最高１

時間値を各マークは地域ごとの最高 10 分値を表している。  

 また、時刻別のオキシダント濃度分布（推定濃度）と風向･風速を図１－２－４に示す。  

 

 

 

図１－２－３ 地域別オキシダント濃度の経時変化図  
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図１－２－４ 府域のオキシダント濃度分布図及び風向風速図  

 

 

 

 

3) 参考 オキシダント濃度の予測と上層大気観測  

大阪府ではオキシダント濃度について、「大気汚染予測システム※１」で計算された予測

値を発令に係る常時監視の参考にしている。８月５日 15 時の濃度分布は図１－２－５と

予測されていた。  

また、「ライダー観測システム※２」による上層大気調査結果から、オキシダント濃度が

高濃度となった８月 5 日午後に大阪上空の低層（400～700m）大気に濃度の高いエアロゾ

ル※３の存在が確認できた。  

 

 ※１ 国立環境研究所が開発したシステムで、オキシダントや二酸化窒素の地上付近の濃度を予測する。当

日の３時から翌日の２４時までの約２日間の予測値が毎朝９時に発表される。  

 ※2 国立環境研究所が平成 20 年 5 月、近畿大学に設置し、運用しているシステム。上空へレーザー光線を

照射し、上層のエアロゾル等の大気汚染環境を常時観測できる。  
※３  大気中に浮遊する粒径 1nm から 100μm 程度までの微小な液体または固体粒子のこと。  

 



- 24 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－２－５ オキシダント濃度予測図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－２－６ ライダーによる上層大気環境図  

 

平成 20 年 8 月 5 日に近畿大学ライダーで観測された高度別エアロゾル濃度指標。横軸は

時間 (8 月 5 日午前 9 時から 6 日午前 9 時 )、縦軸は高度 (m)。

約１５００m 上空の境界層 

雲等

13 時 以 降、400～700m に高 濃 度 のエアロゾルが観 測さ

れ、この後、府域のオキシダントは高濃度となった。 
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３ 光化学スモッグに関する調査研究 

本府における平成20年度の光化学スモッグに関する調査研究の実施状況は表１－３－１のとおりである。 

 

表１－３－１ 光化学スモッグに関する調査研究の実施状況 （平成20年度） 

種類 テーマ 目的 概要 担当課（所）

光化学オキシダン

ト等汚染特性解明

に関する研究 

光化学オキシダント

の移流、生成、分解等

の現象を解析し、予測

精度向上に資する。 

大阪府域及び他府県域への海

風等による移流の現象及び東

アジア規模の広域移流の解析

を行う。 

環境農林水産

総合研究所 

大気汚染物質移

流機構解明調査 

 

ライダー及び人工

衛星データを用い

た大気汚染モニタ

リング手法の研究 

東アジア規模の大気

汚染物質の広域移流

のモニタリング手法

を開発する。 

近畿大学設置のライダー観測

データの解析を行い、対流圏上

層を飛来する汚染物質の観測

手法を開発した。また、大気、

エアロゾル観測人工衛星デー

タの解析方法の検討を行った。 

環境農林水産

総合研究所 

農作物の影響調

査 

現地調査と農作物

大気汚染対策試験 

大気汚染により農作

物に障害が発生した

際、障害の特徴、発生

条件等を調査し、障害

原因を明らかにする。

府内 20 地点の農作物について

オキシダント緊急時発令の約

２日後に農と緑の総合事務所

の担当者が観察調査を行うこ

ととしている。なお、大気汚染

による農作物被害が発生した

際、被害原因を究明し対策を図

る試験を実施することとして

いる。 

（図１－３－１参照） 
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図１－３－１ 農作物影響調査地点設置図（平成20年度） 

 
番号 

 

 
位   置 対 象 作 物         

  １ 

  ２ 

  ３ 

  ４ 

  ５ 

  ６ 

  ７ 

  ８ 

 

  ９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０  

枚方市招堤 

高槻市土室町 

茨木市中河原 

箕面市萱野 

池田市神田 

寝屋川市寝屋 

豊中市浜 

東大阪市森河内 

 

八尾市都塚 

松原市三宅 

藤井寺市小山 

堺市西区浜寺石津町西 

堺市中区福田 

河内長野市下里町 

富田林市西板持 

和泉市阪本町 

岸和田市門前町 

貝塚市沢 

泉佐野市下瓦屋 

泉南市信達岡中   

トマト 

なす、さといも 

トマト、さといも 

きく 

ねぎ、なす 

かんしょ 

ねぎ 

しゅんぎく、大阪しろな、 

ほうれんそう 

えだまめ、ねぎ 

こまつな、ねぎ、えだまめ 

なす、きゅうり 

ねぎ 

ねぎ 

きゅうり 

なす 

なす 

ねぎ 

ねぎ 

さといも 

さといも 
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第２編 光化学スモッグ対処体制 
 

 オキシダントに係る緊急時（以下「オキシダント緊急時」という。）に該当する汚染の状況は法第

23 条（施行令第 11 条・別表第５）及び条例第 46 条（条例施行規則第 19 条）に定められ、それぞれ

の状況に応じてとるべき措置について規定されているが、大阪府では条例第 45 条において、オキシ

ダントによる「大気の汚染が著しくなるおそれがあると認めるとき」についても予報の発令その他の

措置等を規定している。 

 これらのオキシダント緊急時等（緊急時＋緊急時になるおそれがあると認めるとき）に関する大気

汚染状況の監視、発令・解除、周知及び発生源における措置等の詳細については、法第 22・23 条及

び条例第 44～46 条の各規定に基づく要綱、要領並びに細目により定められており、要綱の実施に関

する事務を円滑に行うための「大阪府大気汚染緊急時対策連絡協議会」、発令時における被害の訴えの

把握等についての連絡を緊密にするための「光化学スモッグ対策連絡本部」及び光化学スモッグに関

する調査を実施するための「光化学スモッグ調査班」により実施しているが、その概要は以下のとお

りである。 

【根拠法令等】 

 大阪府大気汚染緊急時対策連絡協議会  要綱 11、要領 15 

 光化学スモッグ対策連絡本部  要領 13、細目 7 

 

 光化学スモッグ調査班  要領 14、細目 9 

 

 

 （注）以下のとおり略記 

     法：大気汚染防止法 

     施行令：大気汚染防止法施行令 

     条例：大阪府生活環境の保全等に関する条例 

     条例施行規則：大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則 

     要綱：大阪府大気汚染緊急時対策実施要綱 

     要領：オキシダント緊急時（光化学スモッグ）対策実施要領 

     細目：オキシダント緊急時（光化学スモッグ）対策実施細目 

 

１ 常時監視測定網 

 平成 20 年 12 月現在、緊急時の発令に係る 53 測定点（図２－１－１）でオキシダント濃度の常

時監視を行い、その結果等に基づき、府環境農林水産総合研究所においてオキシダント緊急時等の

発令及び解除を行っている。 

各測定点におけるオキシダント等の汚染物質濃度や風向・風速などの気象データは、テレメータ

システムや市所管監視システムからのデータ転送により、毎時、府環境農林水産総合研究所に収集

している。 

 

      【根拠法令等】 

常時監視 法 22、条例 44、要領 4、細目 1 

オキシダント常時測定網 要領 4、細目 1 
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図２－１－１ オキシダント濃度測定点及び発令に関する地域の区分 

大阪市中心部の地域 

（１の地域） 

大阪市北部及び 
その周辺地域 

（２の地域） 

北大阪地域 

（５の地域） 

東大阪地域 

（３の地域） 

南河内地域 

（６の地域） 

泉南地域 

（７の地域） 

堺市及びその周辺地域 

（４の地域） 

地域区分 地域区分 地域区分

1 国設大阪 (3) 19 府立修徳学院 (4)堺市及び 37 高石消防署高師浜出張所

(1) 2 堀江小学校 東大阪地域 20 東大阪市西保健センター その周辺地域 38 藤井寺市役所

大阪市中心部 3 勝山中学校 　 21 東大阪市旭町庁舎 39 池田市立南畑会館

の地域 4 今宮中学校 22 摂陽中学校 40 高槻南

5 此花区役所 23 清江小学校 41 樟葉

6 難波中学校 24 南港中央公園 (5) 42 枚方市役所

7 淀中学校 25 浜寺 北大阪地域 43 王仁公園

(2) 8 淀川区役所 (4) 26 少林寺 44 香里

大阪市北部及び 9 豊中市役所 堺市及び 27 石津 45 茨木市役所

その周辺地域 10 千成 その周辺地域 28 金岡 46 島本町役場

11 吹田市川園 29 三宝 (6) 47 富田林市役所

12 大宮中学校 30 若松台 南河内地域 48 三日市公民館

13 聖賢小学校 31 登美丘 49 岸和田中央公園

(3) 14 茨田北小学校 32 深井 (7) 50 貝塚市消防署

東大阪地域 15 守口保健所 33 美原 泉南地域 51 佐野中学校

16 八尾保健所 34 泉大津市役所 52 泉南市役所

17 寝屋川市役所 35 緑ヶ丘小学校 53 南海団地

18 大東市役所 36 高石中学校

測定点名称測定点名称測定点名称
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２ オキシダント緊急時等の発令基準及び発令地域 

   オキシダント緊急時等の発令は、汚染状況等により、「予報」、「注意報」、「警報」及び「重大緊急

警報」の４段階に区分し、大阪府域を７分した地域ごとに行っている。 

   これらの発令及び解除の基準は表２－２－１、発令地域区分は図２－１－１及び表２－２－２の

とおりである。 

【根拠法令等】 

 予 報  条例 45、要綱 2･6 、要領 2･5 

 注 意 報  法 23-1、令 11-1、要綱 2･7 、要領 2･5 

 警 報  条例 46-1、条例規則 19-1、要綱 2･7 、要領 2･5 

ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ緊急時等 

の区分、発令の 

根拠、発令基準 
 重大緊急警報  法 23-2、令 11-2、要綱 2･7 、要領 2･5 

緊急時等の解除  要綱 8 、要領 6 

 

発令地域区分  要領 3 

 

 

表２－２－１ オキシダント緊急時等の発令・解除基準 

 

発令区分 発令基準 解除基準 

光化学スモッグ予報

（予報） 

 当該地域の測定点のうち１点以上の 

オキシダント濃度が 0.08ppm 以上 

である大気の汚染の状態になった場 

合で、かつ、気象条件からみて注意 

報の発令に至ると認めるとき。 

 大気の汚染の状態が回復したと 

き、又は気象条件からみて当該大

 気の汚染の状態が回復すると認め

 るとき。 

光化学スモッグ注意報

（注意報） 

 当該地域の測定点のうち１点以上の 

オキシダント濃度が 0.12ppm 以上 

である大気の汚染の状態になった場 

合で、かつ、気象条件からみて当該 

大気の汚染の状態が継続すると認め 

るとき。 

 大気の汚染の状態が回復したと 

 き、又は気象条件からみて当該大

 気の汚染の状態が回復すると認め

 るとき。なお、この解除は予報の

 解除を含むものとする。 

光化学スモッグ警報

（警報） 

 当該地域の測定点のうち１点以上の 

オキシダント濃度が 0.24ppm 以上 

である大気の汚染の状態になった場 

合で、かつ、気象条件からみて当該 

大気の汚染の状態が継続すると認め 

るとき。 

 大気の汚染の状態が回復したと 

 き、又は気象条件からみて当該大

 気の汚染の状態が回復すると認め

 るとき。 

 

光化学スモッグ 

重大緊急警報 

（重大緊急警報） 

 当該地域の測定点のうち１点以上の 

オキシダント濃度が 0.40ppm 以上 

である大気の汚染の状態になった場 

合で、かつ、気象条件からみて当該 

大気の汚染の状態が継続すると認め 

るとき。 

 大気の汚染の状態が回復したと 

 き、又は気象条件からみて当該大

 気の汚染の状態が回復すると認め

 るとき。 



 - 30 -

表２－２－２ オキシダント緊急時等の発令地域区分 

地域の区分 

略称 名  称 
市区町村 

 １の 

 地域 
大阪市中心部の 

地域 

大阪市北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王

寺区、浪速区、東成区、生野区、阿倍野区及び西成区 

 ２の 

 地域 
大阪市北部及び 

その周辺地域

大阪市西淀川区、淀川区及び東淀川区並びに豊中市、吹田市及び摂津市 

 ３の 

 地域 東大阪地域 
大阪市旭区、城東区及び鶴見区並びに守口市、八尾市、寝屋川市、大東市、

柏原市、門真市、東大阪市、四條畷市及び交野市 

 ４の 

 地域 
堺市及びその

周辺地域 

大阪市住之江区、住吉区、東住吉区及び平野区並びに堺市、泉大津市、松原

市、和泉市、羽曳野市、高石市、藤井寺市及び忠岡町 

 ５の 

 地域 北大阪地域 
池田市、高槻市、枚方市、茨木市、箕面市、島本町、豊能町及び能勢町 

 ６の 

 地域 南河内地域 
富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村 

 ７の 

 地域 泉南地域 
岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町及び岬町 

 

  〔参考〕   オキシダント緊急時等の発令基準等の推移（昭和46年度～） 

発令形式        項目 

区分 実施期間 
発令方法 発令区分＝発令基準値 発令地域区分 

 S45.7.27 

   ～ 

 S46.6. 9 

 １測定点のオキシダントの 

 値が基準に達したときに発 

令 

  予 報＝0.10ppm 

  注意報＝0.30ppm 

 府内全域 

 S46.6.10 

   ～ 

 S46.8.31 

 各地域ごとに２以上の測定点 

のオキシダントの値が基準に 

達したとき当該地域に発令 

   注意報＝0.15ppm 

  警 報＝0.30ppm 
光化学スモ 

ッグ暫定対 

策実施要綱 

 S46.9. 1 

   ～ 

 S47.5.31 

 各地域ごとに１測定点のオ 

 キシダントの値が基準に達 

 したとき当該地域に発令 

  予 報＝0.10ppm 

  注意報＝0.15ppm 

  警 報＝0.30ppm 

 ３地域に区分 

 Ａ淀川以北 

 Ｂ淀川と大和川 

  の間 

 Ｃ大和川以南 

 S47.6. 1 

   ～ 

 S53.3.31 

   予 報＝0.10ppm 

   注意報＝0.15ppm 

   警 報＝0.30ppm 

   重大緊＝0.50ppm 

   急警報 

オキシダン 

ト（光化学 

スモッグ） 

緊急時対策 

実施要領 
 S53.4. 1 

   ～ 

 H6.10.31 

 各地域ごとに１基準測定点 

 のオキシダント濃度の値が 

 基準に達したとき、気象条 

 件等を考慮して当該地域に 

 発令 

オキシダン 

ト緊急時 

（光化学ス 

モッグ）対 

策実施要領 

 H6.11. 1 

   ～ 

 各地域ごとに１点以上の測 

 定点のオキシダント濃度の 

 値が基準に達したとき、気 

 象条件等を考慮して当該地 

 域に発令 

   予 報＝0.08ppm 

 

   注意報＝0.12ppm 

 

   警 報＝0.24ppm 

 

   重大緊＝0.40ppm 

   急警報 

 ７地域に区分 

 (1)大阪市中心部 

 (2)大阪市北部及 

   びその周辺 

 (3)東大阪 

 (4)堺市及びその 

    周辺 

 (5)北大阪 

 (6)南河内 

 (7)泉南 
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３ 緊急時等における通報連絡体制 

 オキシダント緊急時等が発令された際には、法第 23 条及び条例第 45・46 条に基づき、その事態

を一般に周知させることとなっている。その方法等の詳細については、解除の際とあわせて要綱、

要領及び細目により定められており、その概要は以下のとおりである。 

 

（１）大阪管区気象台からの気象情報の通報等 

大気汚染状況の予測を的確に行うために、大阪管区気象台長は気象の観測を行い、大気の汚染が

著しくなるおそれがあると認められるときは、要綱第５条に基づきその旨を大阪府知事に通報する

ことになっている。光化学スモッグに関する大阪府と大阪管区気象台との相互の通報内容は表２－

３－１のとおりである。 

また、府環境農林水産総合研究所は、大阪管区気象台からの通報及び送られた各種気象資料の整

理、常時監視資料による毎時の地上風分布図の作成、インターネットによる天気図の受信等を行い、

オキシダント緊急時等の発令に役立てている。 

 

        【根拠法令等】 

大気汚染気象の通報等 要綱 5 

 

表２－３－１ 大阪府と大阪管区気象台の相互通報内容 

 

 

 

大阪府から気象台への通報内容 気象台から大阪府への通報内容 

・予報、注意報等の発令、解除 

・オキシダント濃度（日報） 

・大気汚染物質濃度（時報） 

 

・光化学スモッグ気象情報 

 （当日にオキシダントによる高濃度汚染（光化学ス

モッグ注意報発令基準以上）が発生しやすい気象状

態になることが予想されたとき、午前 10 時すぎに

大阪管区気象台が発表） 

・大気汚染気象予報（大気汚染気象ポテンシャル、大

気汚染気象概況、天気予報及び気象関連資料） 

  大気汚染気象ポテンシャルは、以下の３段階に分

けられ、午前 10 時すぎに当日分、午後４時すぎに

翌日分を大阪管区気象台が発表 

  ［０］：光化学スモッグが発生しにくい 

  ［１］：光化学スモッグが発生しやすい 

  ［２］：光化学スモッグが非常に発生しやすい 

・高層資料（電計予測資料・エマグラム） 
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（２）緊急時等の通報連絡体制 

オキシダント緊急時等の際には、法第 23 条及び条例第 45・46 条に基づき、その事態を一般に周

知させることとなっている。大阪府におけるオキシダント緊急時等の発令・解除及び光化学スモッ

グ気象情報の通報連絡経路は図２－３－１のとおりである。 

緊急時における発令情報等は、府環境農林水産総合研究所の緊急時発令システムから府内各市町

村、府関係機関に一斉 FAX や防災 FAX により同時通報する。市町村等は、所管の学校及びそれぞ

れの関係機関に連絡し、連絡を受けた各機関では、広報板や旗の掲出等により、オキシダント緊急

時等の発令状況の一般への周知及び要領第７条に定める周知事項（表２－３－２）の徹底に努めて

いる。 

緊急時対象工場（後述）に対しては府環境農林水産総合研究所から一斉 FAX により通報している。 

また、自動車の使用者及び運転者に対しては、日本道路交通情報センター等を通じ、運行の自主

的制限の要請を行っている。 

さらに、一般府民にはおおさかの環境ホームページエコギャラリー

http://eco.epcc.pref.osaka.jp/smog/Hra0024/Hra0024.aspx 及び報道機関を通じて周知に努めると

ともに、光化学スモッグ注意報等の発令状況を希望するメールアドレス（パソコン及び携帯電話）

に直接送信している。平成 20 年末のメール配信希望登録者数は 2,532 名である。図２－３－２に

ホームページで掲載している発令状況画面の一例を示す。 

また、オキシダント緊急時等の発令がなされた場合における公立学校のとるべき措置については、

府教育委員会から表２－３－３のように示されている。私立学校についても、とるべき措置につい

て府生活文化部私学課が指導している。 

 

【根拠法令等】 

 オキシダント緊急時等の 

 発令・解除の一般への周知 

 法 23-1、条例 45・46、要綱 9 、要領 7 、細目

2 

 光化学ｽﾓｯｸﾞ気象情報の周知  要領 8 、細目 2 

 ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ緊急時等の旗の色  細目 2 
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表２－３－２ 予報等の発令時における周知事項及び周知方法  

区分  周知事項  周知方法  

予  

 

報  

 １ 注意報に備えてテレビ、ラジオの報道等に注意すること。

 ２ 屋外での特に過激な運動は避けること。  

 ３ 目やのどなどに刺激を感じた人は、洗眼、うがいをすると

  ともに、最寄りの保健所又は市町村に連絡すること。  

・ホームページ「緑色」

表示  

・旗、標識板の掲示  

・電子メール  

注  

意  

報  

 １ 屋外になるべく出ないこと。  

 ２ 学校、幼稚園、保育所などにおいては、できるだけ屋外の

  運動を避け屋内に入ること。  

 ３ 目やのどなどに刺激を感じた人は、洗眼、うがいをすると

  ともに、最寄りの保健所又は市町村に連絡すること。  

・ホームページ「黄色」

表示  

・旗、標識板の掲示  

・電子メール  

警  

報  

 １ 屋外になるべく出ないこと。  

 ２ 学校、幼稚園、保育所などにおいては、屋外の運動をやめ

  て屋内に入り、窓を閉鎖するなどの措置をとること。  

 ３ 目やのどなどに刺激を感じた人は、洗眼、うがいをすると

  ともに、最寄りの保健所又は市町村に連絡すること。  

・ホームページ「だいだ

い色」表示  

・旗、標識板の掲示  

・電子メール  

重  

大  

緊  

急  

警  

報  

 １ 屋外に出ないこと。  

 ２ 学校、幼稚園、保育所などにおいては、警報と同じ措置を

  とっていることの再確認を行うこと。  

 ３ 目やのどなどに刺激を感じた人は、洗眼、うがいをすると

  ともに、最寄りの保健所又は市町村に連絡すること。  

・ホームページ「えんじ

色」表示  

・旗、標識板の掲示  

・電子メール  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－３－２ オキシダント緊急時におけるホームページでの周知例  
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表２－３－３ オキシダント緊急時等の公立学校における措置  

（昭和 47 年５月 29 日付 府教育委員会保健体育課第  399 号通知資料）  

 

 区   分  措       置   旗及び標識板の掲示

 (1) 一般的な注意  

 ① 症状の有無を点検すること。  

 ② 病弱な者及び当日身体の調子が悪い者は屋

内に入れること。  

 ③ 屋外での過激な運動を避けること。  

 １ 予報の時  

 (2) 症状の訴えがあった時  

 ① 症状を訴えた者があれば直ちに屋内に入れ

るとともに、所轄の保健所及び府教委保健体

育課あて連絡すること。  

 ② うがい、洗眼をさせること。  

 ・「緑色」の旗  

 ・標識板  

 ２ 注意報の時   ① 症状の有無を点検すること。  

 ② 病弱な者及び当日身体の調子が悪い者は内

に入れること。  

 ③ 屋外での過激な運動を避けること。  

 ④ 症状を訴えた者があれば直ちに屋内に入れ

るとともに、所轄の保健所及び府教委保健体

育課あて連絡すること。  

 ⑤ うがい、洗眼をさせること。  

 ・「黄色」の旗  

 ・標識板  

 ３ 警報及び重  

   大緊急警報  

   の時  

 ① 屋外の運動をやめて屋内に入れること。  

  （うがい、洗眼をさせること）  

 ② 症状を訴えた者があれば、直ちに所轄の保

健所及び府教委保健体育課に連絡すること。

 （警報）  

 ・「だいだい色」の旗

 ・標識板  

 

 （重大緊急警報）  

 ・「えんじ色」の旗  

 ・標識板  
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４ 緊急時等における発生源対策  

（１）固定発生源対策  

オキシダント緊急時等には、緊急時対象工場（表２－４－１）  に対して、法第 23 条及

び条例第 45・46 条等に基づき、要領・細目に定める措置（表２－４－２）を行うことに

より、光化学スモッグの原因物質の一つである窒素酸化物及び揮発性有機化合物の排出量

の削減を図り、当該緊急時等における汚染の悪化の防止とその早期解消を図ることとして

いる。  

また、緊急時対象工場は、緊急時対象工場の区分に応じて、ばい煙排出者が行う具体的

な削減措置（燃料使用量の削減、良質燃料への転換等）に関する計画書を提出することと

している。削減計画の集計結果は表２－４－３のとおり。緊急時対象工場において削減措

置を行った場合は、措置内容を記録するとともに、知事から報告を求められた場合は、速

やかに報告書を提出することとしている。  

なお、緊急時対象工場に対するオキシダント緊急時等の発令及び解除の通報は、府環境

農林水産総合研究所から緊急時発令システム（一斉 FAX）により行っている。  

 

【根拠法令等】  

 緊急時対象工場への措置   法 23、条例 45･46 、要綱 10、要領 11、細目 3

  措置に関する計画書・報告書  要領 12、細目 5 

 発令及び解除の周知   要領 7、細目 1 

 

表２－４－１ 緊急時対象工場に対する措置  

一般対象工場  
燃料及び原料を重油に換算して毎時２kℓ 以上４０kℓ 未満を使用する

工場・事業場（平成 20 年度は 181 工場が対象）  

特別対象工場  

燃料及び原料を重油に換算して毎時 40kℓ 以上使用する工場・事業場  

（平成 20 年度は 13 工場が対象）  

※オキシダント緊急時等には、大阪府域のうち当該工場所在地域以外に発令があった

場合においても、削減措置を実施するよう要請等を行っている。  

揮発性有機化合物

対象工場  

大気汚染防止法第 17 条の４で定める揮発性有機化合物排出施設の届出

をしている工場又は事業場若しくは大阪府生活環境の保全等に関する条例

第 20 条で定める届出工場の設置の届出をしている工場若しくは事業場  

（平成 20 年度は 60 工場が対象）  
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表２－４－２ 緊急時対象工場に対する緊急時の措置の内容 

 

対象 

発令 

区分 

一般対象工場に係る 

ばい煙排出者 

特別対象工場に係る 

ばい煙排出者 

揮発性有機化合物 

排出者 

予報 

 操業に当たって原燃料の使用量、排

出ガス量又は窒素酸化物排出量が通

常値より減少するよう配慮するとと

もに、注意報の発令に備えて注意報に

よる措置が行える体制をとるよう要

請すること。 

工場又は事業場全体の原燃料の使

用量、排出ガス量又は窒素酸化物排

出量を通常値の２０％以上削減す

るよう要請すること。 

揮発性有機化合物の排出量の減少

に配慮するよう要請すること。 

注意報 

 工場又は事業場全体の原燃料の使用

量、排出ガス量又は窒素酸化物排出量

を通常値の２０％以上削減するよう

要請し、又は勧告すること。 

 予報に引き続き原燃料の使用量、

排出ガス量又は窒素酸化物排出量

の減少に徹底を期すとともに、警報

の発令に備えて一部操業停止など

が行える体制をとるよう要請し、又

は勧告すること。 

揮発性有機化合物の排出量を削減

するよう要請し、又は勧告するこ

と。 

警報 

 注意報に引き続き原燃料の使用量、

排出ガス量又は窒素酸化物排出量の

減少に徹底を期すととも に、重大緊

急警報の発令 に備えて一部操業停止

などが行える体制をとるよう要請し、

又は勧告すること。 

 工場又は事業場全体の原燃料の使

用量、排出ガス量又は窒素酸化物排

出量を通常値の４０％以上削減す

るよう要請し、又は勧告すること。

注意報に引き続き揮発性有機化合

物の排出量の減少に徹底を期すよ

う要請し、又は勧告すること。 

重大緊急警報 

 工場又は事業場全体の原燃料の使用

量、排出ガス量又は窒素酸化物排出量

を通常値の４０％以上削減するよう

命令すること。 

 工場又は事業場全体の原燃料の使

用量、排出ガス量又は窒素酸化物排

出量を通常値の４０％以上削減す

るよう命令すること。 

大防法第２３条第２項に基づき

揮発性有機化合物排出施設の使用

の制限その他必要な措置をとるべ

きことを命令すること。 

備考１ 第２欄及び第４欄に掲げる措置は、発令した地域に所在する一般対象工場に係るばい煙排出者

及び揮発性有機化合物排出者に対して行うものとする。 

備考２ ばい煙排出者に対する措置の欄に掲げる通常値の算出方法は、細目で定める。 

備考３ 本表に掲げる措置は、予報等の解除又は日の入り時刻のいずれか早い時刻をもって解除する。

なお、日の入り時刻とは、大阪管区気象台における日の入り時刻とする。 
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表２－４－３ 緊急時対象工場における排出ガス量の削減計画のまとめ（平成 20 年度） 

緊急時排出ガス量(千Ｎ㎥/時) 
発令地域 

区分 
対象工場数 

通常時排出ガス量 

(千Ｎ㎥ /時 ) 構成比

(%) 
予  報 注 意 報 警  報 重大緊急警報

１の地域 35 （3） 1,901 12.5 1,883 1,814 1,753 1,402 

２の地域 23 （1） 724 4.7 708 645 632 483 

３の地域 26 （0） 697 4.6 697 608 608 427 

４の地域 48 （8） 10,656 69.8 10,642 10,557 9,387 8,950 

５の地域 29 （0） 643 4.2 643 584 584 437 

６の地域 2 （0） 61 0. 61 61 61 51 

７の地域 18 （1） 573 3.8 573 465 465 371 

合計 181 （13） 15,255 100 15,207 14,736 13,490 12,120 

   減少率（％）         － 0.3 3.4 11.6 20.6 

 
備考１ 対象工場数欄の（ ）内は特別対象工場数を内数で示している。 

     ２ 窒素酸化物排出量の削減等の措置については排出ガス量に換算している。 
     ３ 通常時から一定の基準以上の窒素酸化物対策を実施していることにより、通常時の

対策をもって緊急時の措置（重大緊急警報に係るものを除く。）を実施しているものと
みなす緊急時対象工場も含めて集計している。 
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（２）移動発生源対策 

オキシダント緊急時等の発令状況等については、日本道路交通情報センター等を通じて自動

車の使用者等に周知を図っている。 

なお、自動車の使用者又は運転者に対する発令時の措置は、要領第 11 条により、表２－４－

４のとおり規定している。 

 

【根拠法令等】 

 自動車の使用者等への措置  法 23、条例 45･46 、要綱 10、要領 11 

 公安委員会への要請  法 23-2 

 

 

表２－４－４ 移動発生源に対する緊急時措置の内容 

 

 発令区分 対象：自動者の使用者又は運転者 

 予  報  不要不急の自動車を使用しないよう要請すること。 

 注 意 報 
 不要不急の自動車を使用しないこと及び発令地域への運行を自粛するよう要請

 すること。 

 警  報  自動車の使用及び発令地域における運行を避けるよう要請すること。 

 重  大 

 緊  急 

 警  報 

 自動車の使用を避けること及び発令地域における運行をしないことを強力に要

 請すること。 

 府警察本部が実施する緊急時の交通規制を守るよう強力に要請すること。 

 

 

（３）事業者の配慮事項 

光化学スモッグ気象情報の通報や予報等の発令があった場合についても、要領第９条により、

一般の事業者は操業に当たって窒素酸化物、揮発性有機化合物等大気汚染物質の排出を増加し

ないよう、不要不急の自動車を使用しないことなどについて配慮することと規定している。 
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５ 被害の訴えへの対処体制 

  学校や保健所等又は住民から光化学スモッグによると思われる被害の訴えの届出を受けた関係

機関は、被害を訴えた者に対し適切な処置をとるとともに、速やかに光化学スモッグ対策連絡本

部（前述）に連絡することとしている。（図２－５－１） 

  連絡を受けた光化学スモッグ対策連絡本部では、被害の状況等をとりまとめ、原則として報道

機関に情報の提供を行なっている。 

  また、被害等の調査をする必要があると認めた場合には、光化学スモッグ調査班（前述）が関

係機関に協力を得ながら、光化学スモッグの原因究明及び光化学スモッグに関する環境調査、医

学的調査等に当たることとしている。 

  各学校では、光化学スモッグによると思われる被害が発生した場合は、「光化学スモッグ被害調

査票」に被害症状を感じた日時、場所、訴え人数等を記入し、被害状況の把握に努めるとともに、

手足のしびれ、けいれん、失神などの重い症状の被害が発生した場合は、個々の被害者について

の症状を詳細に調査し、「光化学スモッグ被害調査票」により、迅速に所轄の保健所及び府教育委

員会事務局教育振興室保健体育課（市町村立学校は当該市町村教育委員会経由、府立学校は直接）

に届け出ることとなっている。この場合、後刻文書をもって同様の経路で被害の報告をする。 

 

【根拠法令等】 

 被害の訴え等の措置  細目８ 

 

 

  

 

光化学スモッグ対策 

連 絡 本 部 事 務 局 

（府環境農林水産総合研究所）

 

府環境衛生課 

 
 

府教育委員会

保健体育課 

 

 

府保健所 

 

 市 町 村 

環境担当課 

 市 町 村 

教育委員会 

 

 

一般住民 

 

市町村立学校・園

等 

 

府立学校 

 

（大阪市、堺市及び東大阪市は別の定めによる。） 

 

 

図２－５－１ 光化学スモッグによると思われる被害の訴えがあった場合の主な連絡経路
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第３編 資料 

 

１ 光化学スモッグメモ 

（１）光化学スモッグの経緯 

光化学スモッグは、昭和 18 年（1943 年）夏頃、アメリカ・ロスアンゼルス地域を中心に発生した

のが最初といわれ、わが国では、昭和 45 年７月 18 日に東京都杉並区の高校において生徒から被害

の訴えがあった。 

大阪府では、昭和 46 年８月９日に初めて光化学スモッグ注意報の発令を行ったが、同月 27日に

は、光化学スモッグ注意報の発令中に高石市内において中学生など 118 人が被害を訴えたのをはじ

め、岸和田市、泉佐野市及び泉大津市においても被害の訴えがあるなど、この日の被害訴え総数は 

249 人となり、うち 10 人が入院治療を受けた。 

その後、府域における光化学スモッグの発生状況は、昭和 48 年度の予報 48 回、注意報 26 回、

警報１回、被害訴え者数 3,122 人をピークに減少し、近年の発令回数は、年度により変動はあるも

のの概ね横ばいとなっている。 

 

（２）光化学スモッグの発生機構 

大気中の窒素酸化物や炭化水素が太陽光線中の紫外線のもとで反応（光化学反応）すると、二次

的に新たな汚染物質（光化学反応生成物質）が生成される。 

この光化学反応生成物質には、オゾン、パーオキシアセチルナイトレート（ＰＡＮ）、過酸化物、

二酸化窒素等の酸化性物質、ホルムアルデヒド、アクロレイン等の還元性物質、エアロゾル、活性

の強い遊離基などがある（図３－１－１）。上記の酸化性物質のうち、二酸化窒素を除いたものの総

称を「光化学オキシダント」といい、この光化学オキシダントやアルデヒド類等によるスモッグを

光化学スモッグという。 

光化学スモッグは、日差しが強く、気温が高く、風の弱い日に発生しやすく、遠くの山や建物が

いつもより見えにくく、もやのかかったような状態になる。 

 

 

（注）光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により

生成される酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素

を除く。）をいう。 
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（３）光化学スモッグによる被害 

光化学スモッグによる被害には、大きく分けて人体への影響と植物への影響があるといわれている。 

①人体への影響 

光化学スモッグの発生に伴って、目がチカチカする、のどが痛いなど、目やのどの刺激を中心とす

る被害が報告されているが、その中には気管支の異常感や呼吸の困難なども含まれている。これらの

症状は光化学オキシダントのうちオゾン、ＰＡＮ、ホルムアルデヒド、アクロレイン等の化学物質の

複合作用によるものであると考えられているが、ほとんどが一過性で比較的軽症のものである。 

②植物への影響等 

光化学オキシダントのうち、オゾンやＰＡＮは植物に対して葉を変色させたり、光合成速度を低下

させるといった被害を与えると考えられている。 

 

このほか、エアロゾルによる視程障害もあげられる。エアロゾルの生成についての定説はないが、

窒素酸化物や炭化水素の光化学反応生成物、二酸化硫黄、炭化水素や窒素酸化物の光化学反応による

硫酸塩、硫酸ミスト、炭化水素と光化学スモッグ成分との反応による有機性のミストなどが考えられ

ている。 

 

 

 

図３－１－１ 光化学スモッグの発生機構 
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２ 光化学スモッグ被害調査票（学校用） 

注１ 被害が発生した場合は、速やかに所轄の保健所に連絡するとともに、大阪府教育委員会保健体育課（市町村立学校にあっては、

市町村教育委員会を経由）あてに電話及び本書面にて連絡すること。 

２ なお、休日のクラブ活動時等に被害の訴えがあった場合は、大阪府環境農林水産総合研究所（光化学スモッグ対策連絡本部事

務局）に直接連絡すること。 

光 化 学 ス モ ッ グ 被 害 調 査 票（学校用） 

                                                     記入日  年  月  日 

                            記入者 

                            所 属 

 学 校 名  代表者  

 所 在 地  電 話  

 連 絡 者  

 届 

 

 出 

 

 者  緊急連絡先  （氏名）                   （電話） 

 ※ 緊急連絡先は、状況を把握し、夜間・休日でも連絡可能な者とすること 

学年 

性別 
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 教職員 計 

男         

 被 

 害 

 者 
女     

  合計（   人） 

 １ 症状を感じた日時           午前 

   及び気象状況     年  月  日      時  分～  時  分 

                      午後 

               天 候（晴 曇 雨） 風（強 弱 やや有 無風） 

 ２ 症状を感じた場所 

  (1) 運動場 (2) 体育館 (3) プール (4) 室内（窓：開・閉） (5) 公園、遊び場 

  (6) 道路上 (7) その他 
 ３ 症状を感じたときの活動状況 

   (1) 屋外で運動中（体育授業、クラブ、その他） 

   (2) 室内で運動中（体育授業、クラブ、その他） 

  (3) 屋外で軽作業中（授業、清掃等） (4) 室内で軽作業中（授業、清掃等） 

(5) その他（ ）
 ４ 症状 男(人) 女(人) 処置・経過 

 (1) 目がチカチカする（目が痛い）    

 (2) せきがでる    

 (3) のどがいがらい（のどが痛い）    

 (4) はきけがする    

 (5) 胸がくるしく息がつまりそうになる    

 (6) 胸が痛む    

 (7) 頭痛がする    

 (8) 手足にしびれ感がある    

 (9) その他（           ）    

 

 （医師の治療） あり（ 人） なし  （医療機関名） 

 ５ 重症者名とその症状 

氏     名 年 令 性 別 学年、組 症       状 

     

 備考 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府環境農林水産総合研究所 環境情報部 情報管理課 
〒537-0025 大阪市東成区中道 1丁目 3番 62 号 TEL 06(6972)7632 
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